
講義用説明原稿 

ス

ラ

イ

ド 

1 

共生社会の形成に向けた
インクルーシブ教育システム

～合理的配慮・基礎的環境整備編⑴～

講義パッケージ２

愛媛県総合教育センター

相談支援部 特別支援教育室

◆本日の研修では、合理的配慮と基礎的環境整

備について説明します。 

◆用語の表記について、愛媛県教育委員会で

は、平成28年４月1日より障害のがいの文字を

平仮名表記としておりますが、法令等から引用

した場合は漢字表記としており、この資料にお

いても混在していることを御承知ください。 

◆時間は20分程度を予定しています。 
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研修の内容

中教審報告における(           )とは、障が
いのある子どもが、他の子どもと平等に「教育
を受ける権利」を享有・行使することを確保す
るために、学校の設置者及び学校が(

)を行うことであり、障
がいのある子どもに対し、その状況に応じて、
( )とされるものであり、学校の設
置者及び学校に対して、体制面、財政面におい
て、( )
ものと定義されている。
合理的配慮の基礎となる環境整備を
(                 )と呼ぶ。

◆本日の研修の主な内容です。 

◆これからの説明を聞きながら、（ ）の中に

言葉を入れてみてください。 

◆研修の最後に確認します。 
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※｢平成27年度 合理的配慮普及推進セミナー｣(文部科学省)資料より

法令等における合理的配慮について～合理的配慮の整理～ ◆最初に合理的配慮について説明します。 

◆合理的配慮については、「障害者の権利に関

する条約」や「障害者基本法」、「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」以下、障

害者差別解消法とします、に明記されていま

す。 

◆これらの条約及び法令を根拠として／右側

の「中央教育審議会初等中等教育分科会の報

告」以下、中教審報告とします、を踏まえなが

ら合理的配慮を進めていくことになります。 
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障害のある子どもが、他の子どもと平等に｢教

育を受ける権利｣を享有・行使することを確保す

るために、

①学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更

・調整を行うことであり、

②障害のある子どもに対し、その状況に応じて、

（中略）個別に必要とされるものであり、

③学校の設置者及び学校に対して、体制面、財

政面において、均衡を失した又は過度の負担

を課さないもの

合理的配慮について～中教審報告より～

合理的配慮の否定は障がいを理由とする差別に当たる。

◆それでは、合理的配慮とは何かというと、中

教審報告における「合理的配慮」は、「障害の

ある子どもが、他の子どもと平等に『教育を受

ける権利』を享有（きょうゆう）・行使（こう

し）することを確保するために、 

学校の設置者及び学校が／必要かつ適当な変

更・調整を行うことであり、障害のある子ども

に対し、その状況に応じて、／個別に必要とさ

れるものであり、学校の設置者及び学校に対し

て、体制面、財政面において、／均衡（きんこ

う）を失（しつ）した又は過度の負担を課さな

いもの」と定義されています。 

◆学校現場に当てはめて分かりやすくいうと、

障がいのある子どもが他の子どもと平等に「教

育を受ける」ために必要な「変更及び調整」の

ことです。 

◆例えば、弱視の子どもに、他の子どもと同じ

教科書が使えるように拡大教科書を提供した

り、拡大読書機を利用したりすることなどは、

必要な変更・調整に当たります。また、ＬＤ、

ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の発達障がいの子ど

ものなかにパニックを起こす子どもがいます

が、その子どものためにクールダウンの部屋を

準備することなども必要な変更・調整に当た

り、合理的配慮ということになります。 

◆この場合、「均衡を失した又は過度の負担」

を課さないということが明記されております

から、合理的配慮の提供側にも限界があるとい

うことが考慮されています。 

◆一方で、／合理的配慮の否定は障がいを理由

とする差別に当たることに留意する必要があ

ります。 

◆合理的配慮を決定する際には、現在必要とさ

れている合理的配慮は何か、何を優先して提供

するかなどについて関係者間で共通理解を図

る必要があります。 

◆中教審報告における合理的配慮の定義の全

文については補助資料を参照してください。 
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Ｑ これまで各学校において、

行ってきた配慮と、合理的配

慮はどのように違いますか。

◆先程の合理的配慮についての説明を聞かれ

て、これまで各学校において行ってきた配慮

と、合理的配慮は、なにが違うのかと思われた

先生もいると思います。 
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従前から行ってきた配慮と報告における合理的配慮

※｢平成27年度 合理的配慮普及推進セミナー｣(文部科学省)資料より

◆平成19年度に「特別支援教育」が始まって以

来、これまでも、各学校においては、障がいの

ある子どもに対して必要な変更・調整（つまり、

一人一人の「教育的ニーズ」を把握して「必要

な支援」）が行われてきたところです。 

◆従前から行ってきた配慮と中教審報告にお

ける合理的配慮との関係については、／「学校

教育においてこれまで行われてきた配慮を、／

新しい概念である、合理的配慮の観点に基づい

て、改めて整理を行い、提供していくもの」と

いうふうに捉えていただけると分かりやすい

と思います。 

◆このように改めて観点に基づいて整理する

ことで、不足していた部分に気が付いたり、新

たな視点で配慮を考えたりすることができま

す。 

◆今までは、子ども一人一人のニーズに合わせ

て自分の今までの経験や知識で支援を考えて

いたため、個人差があり、共通理解が難しいこ

とがあったかもしれません。しかし、合理的配

慮の観点が示されたことで同じものさしで、共

に考えることができるようになりました。 

◆さて、／合理的配慮の観点ですが、大きく分

けて、「教育内容・方法」「支援体制」「施設・

設備」という三つの観点、11項目に分けること

ができます。 

◆また、基礎的環境整備との関係についてはこ

の後、説明します。 
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観点① 教育内容・方法

＜①－１ 教育内容＞
①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服

するための配慮

①－１－２ 学習内容の変更・調整

＜①－２ 教育方法＞
①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の

配慮

①－２－２ 学習機会や体験の確保

①－２－３ 心理面・健康面の配慮

※中教審報告より

「合理的配慮」 ３観点11項目 ◆その合理的配慮の３観点１１項目の内容は

スライドに示す通りです。（少し時間をとる） 
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観点② 支援体制

②－１ 専門性のある指導体制の整備

②－２ 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解

啓発を図るための配慮

②－３ 災害時等の支援体制の整備

観点③ 施設・設備

③－１ 校内環境のバリアフリー化

③－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導が

できる施設・設備の配慮

③－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

※中教審報告より

◆①－１－１から③－３までの各項目には、各

障がい種に応じた合理的配慮の例が、中教審報

告の別表に示されています。 

◆別表については、補助資料に一部抜粋したも

のがありますので参照してください。また、文

部科学省のＨＰからダウンロードすることが

できますのでご覧ください。 

◆ここで、気を付けていただきたいことは、別

表に示されているものはあくまでも例であり、

それ以外は「合理的配慮」として提供する必要

がないということではありません。本来、「合

理的配慮」は、一人一人の障がいの状態や教育

的ニーズ等に応じて決定されるものですので、

例示されていないものも当然考えられます。 

◆また、別表では、各障がい種に応じた「合理

的配慮」を例示していますが、複数の障がいを

併せ有する場合には、各障がい種に例示してい

る「合理的配慮」を柔軟に組み合わせることが

必要です。 
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合理的配慮の事例（学習上又は生活上の困難を改善・
克服するための配慮 別表１）一部抜粋

障害種 合 理 的 配 慮 の 例

自閉症

・情緒

障害

自閉症の特性である「適切な対人関

係形成の困難さ」「言語発達の遅れ

や異なった意味理解」「手順や方法

に独特のこだわり」等により、学習

内容の習得の困難さを補完する指導

を行う。（動作等を利用して意味を

理解する、繰り返し練習をして道具

の使い方を正確に覚える 等）

※中教審報告より

◆それでは、その中教審報告の別表に示されて

いる例について一部紹介します。 

◆①－１－１の「学習上又は生活上の困難を改

善・克服するための配慮」について、自閉症・

情緒障がいのある子どもへの合理的配慮の例

として、「自閉症の特性である「適切な対人関

係形成の困難さ」「言語発達の遅れや異なった

意味理解」「手順や方法に独特のこだわり」等

により、学習内容の習得の困難さを補完する指

導を行う。」と示されています。 

◆なぜ、このような例が示されているかと言う

と、自閉症の子どものなかには、曖昧な表現が

分からなかったり、言葉を字義通り受け止めて

しまったりするために、対人関係や学習内容の

習得等に困難さを抱える場合があり、そのため

に、個別の支援（合理的配慮）が必要である場

合があるからです。 
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自閉症の子どものつまずき例
「指示語の意味理解」
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。

「
サ
ー
カ
ス
の
ラ
イ
オ
ン
」

東
京
書
籍

小
学
校
３
年
生
（
下
）

※発達障害教育情報センター研修講義-ver.４-より

「その夜ふけの『その』は何
をさしていますか？」の発問
に

３年生のＡ児は、「こそあど
言葉です」との回答。

◆自閉症の子どもが曖昧な表現が分からなか

ったり、言葉を字義通り受け止めてしまったり

する例を紹介します。 

◆これは、小学校三年生の教科書に出てくる

「サーカスのライオン」という物語文です。サ

ーカスで火の輪くぐりを得意としていたじん

ざですが、年をとってしまい、曲芸も出来なく

なってしまっていました。でも仲良くなった男

の子のために、火の輪くぐりをしようと決意し

た、まさにその夜ふけです。／先生は、「その

夜ふけとありますが、『その』は何を指してい

ますか？」と質問しました。それに対してＡく

んは、「こそあど言葉です」と答えました。ま

さに字義通りの答えです。 

◆自閉症の子どもは、Ａくんのように言葉を字

義通り受け止めてしまったり、指示語の理解が

難しかったりする場合があります。そのため、

発問の意図が分かるように説明する（例えば、

「その夜ふけとは、どんなことがあった夜ふけ

ですか？」と発問する等）、指示語の意味がイ

メージできるようにイラストなどを使って情

景が浮かびやすくするなどの支援が大切にな

ります。 
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合理的配慮の提供のプロセス（視覚障がいの例）

※｢平成27年度 合理的配慮普及推進セミナー｣(文部科学省)資料より

◆これは、合理的配慮の提供のプロセスを表し

たものです。視覚障がいの子どもの事例をもと

に説明します。 

◆Ａさん、Ｂさん、Ｃさんには、共通にそれぞ

れ視覚障がいがあります。 

◆教員の見立てでは黒板の文字が読みづらそ

うに感じました。また、本人・保護者から黒板

の文字が見えるよう配慮してほしいという要

望がありました。 

◆そこで、合理的配慮を検討していくわけです

が、３人共に視覚障がいがあったとしても、実

態が違えば、個別に必要となる合理的配慮は違

ってくることが考えられます。 

◆一人一人の障がいの状態や教育的ニーズ等

に応じて提供する、という合理的配慮の趣旨を

踏まえ、実態把握をしっかり行い、合理的配慮

について検討していくことが大切です。 

◆そして、本人・保護者への十分な情報提供、

合意形成を図りながら、均衡を失した又は過度

な負担を踏まえつつ、それぞれの見えにくさに

応じた合理的配慮を決定し提供していく、とい

う流れになります。 

◆また、個別の教育支援計画への明記も重要に

なってきます。 

◆さらには、定期的な評価、柔軟な見直しも重

要になってきます。その際、その子どもが十分

な教育を受けられているかどうか、この観点も

是非大切にしてください。 

◆視力の低下により、現時点の合理的配慮の内

容では、もしかすると黒板の文字が見えにくく

なっているかもしれません。その場合、「十分

な教育が受けられているとはいえない」という

ことになりますので、気を付けましょう。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第５条（社会的障壁の除去の実施についての必要

かつ合理的な配慮に関する環境の整備）

行政機関等及び事業者は、社会障壁の除去の実
施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行う
ため、
①自ら設置する施設の構造の改善及び設置の整備、

②関係職員に対する研修、

③その他の必要な環境の整備に努めなければなら
ない。

法令等における基礎的環境整備について ◆次に、合理的配慮の基盤となる環境整備につ

いて説明します。 

◆障害者差別解消法の第５条では、／必要かつ

合理的な配慮を的確に行うために、環境の整備

に努めなければならないと示されています。 

◆つまり、合理的配慮を行うためには、欠かせ

ない整備であり、土台となるものと捉えていた

だければと思います。 

◆障害者差別解消法の第５条の条文について

は補助資料を参照してください。 
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障害のある子どもに対する支援について

は、（中略）国は全国規模で、都道府県は

各都道府県内で、市町村は各市町村内で、

教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、

「合理的配慮」の基礎となる環境整備であ

り、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこと

とする。

法令等における基礎的環境整備について

※中教審報告より

◆そして、その合理的配慮の基礎となる環境整

備を基礎的環境整備と呼びます。 

◆中教審報告における基礎的環境整備の全文

については補助資料を参照してください。 
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研修の内容

中教審報告における(           )とは、障が
いのある子どもが、他の子どもと平等に「教育
を受ける権利」を享有・行使することを確保す
るために、学校の設置者及び学校が(

)を行うことであり、障
がいのある子どもに対し、その状況に応じて、
( )とされるものであり、学校の設
置者及び学校に対して、体制面、財政面におい
て、( )
ものと定義されている。
合理的配慮の基礎となる環境整備を
(                 )と呼ぶ。

◆研修はここまでとなります。 

◆（ ）の中に言葉が入りましたか？（まだの

場合は少し時間を取り、記入してもらう。） 
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研修の内容

中教審報告における( 合理的配慮 )とは、障が
いのある子どもが、他の子どもと平等に「教育
を受ける権利」を享有・行使することを確保す
るために、学校の設置者及び学校が( 必要か
つ適当な変更・ 調整 )を行うことであり、障
がいのある子どもに対し、その状況に応じて、
( 個別に必要 )とされるものであり、学校の設
置者及び学校に対して、体制面、財政面におい
て、( 均衡を失した又は過度の負担を課さない )
ものと定義されている。
合理的配慮の基礎となる環境整備を
( 基礎的環境整備 )と呼ぶ。

◆確認します。 

◆（スライドを読む） 

 

☆ここで研修を終える場合は、 

◆合理的配慮と基礎的環境整備の関係等につ

いては、次回の研修で説明します。以上で本日

の研修は終わります。 

 

☆続けて研修を行う場合は、講義パッケージ３

を使用ください。 

 

 


